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特記仕様書（例）（土木工事） 新旧対照表 

改定内容 新 旧 備考 

 

各章の構成に

ついて修正。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐第１章 一般事項 

☐第２章 フレックス工事  

☐第３章 準備期間確保工事  

☐第４章 総    則 

☐第５章 材    料 

☐第６章 一 般 施 工 

☐第７章 その他施工 

☐第８章 ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針に基づく工事箇所 

☐第９章 記録保存の資料作成  

☐第１０章 １日未満で完了する作業の積算 

☐第１１章 施工箇所が点在する工事の積算 

☐第１２章 落橋防止装置の溶接施工等について  

☐第１３章 ＩＣＴ活用工事  

☐第１４章 舗装の切断作業時に発生する排水の具体的処理について 

☐第１５章 「総合評価方式（標準型・簡易型）における技術提案書に記載された事項の実施状況」の確認について 

☐第１６章 熱中症対策に関する現場管理費の補正及び工期の設定 

☐第１７章 三者協議 

☐第１８章 国土強靭化事業の取組に関する広報 

   

【以下項目はすべての工事に該当する共通事項である】 

第１９章 電子納品 

第２０章 情報共有システム、遠隔臨場 

第２１章 労働者確保に関する積算方法の試行工事  

第２２章 快適トイレの設置 

第２３章 週休２日確保モデル工事等 

第２４章 建設キャリアアップシステム活用工事 

第２５章 ふくしまＭＥ（メンテナンスエキスパート）資格取得者の現場活用 

第２６章 法定外の労災保険の付保 

第２７章 異常気象時における現場状況の報告 

第２８章 再生資源利用計画書 

第２９章 再生資源利用促進計画書 

第３０章 そ の 他 

 

 

 

 

 

☐第１章 一般共通事項 

☐第２章 フレックス工事  

☐第３章 準備期間確保工事  

第４章 情報共有システム、遠隔臨場 

第５章 労働者確保に関する積算方法の試行工事 

第６章 快適トイレの設置  

第７章 週休２日確保モデル工事等 

第８章 建設キャリアアップシステム活用工事 

第９章 ふくしまＭＥ（メンテナンスエキスパート）資格取得者の現場活用 

☐第１０章 総    則 

☐第１１章 材    料 

☐第１２章 一 般 施 工 

☐第１３章 その他施工 

☐第１４章 ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針に基づく工事箇所 

☐第１５章 記録保存の資料作成  

☐ 第１６章 １日未満で完了する作業の積算 

☐第１７章 施工箇所が点在する工事の積算 

☐第１８章 落橋防止装置の溶接施工等について  

☐第１９章 ＩＣＴ活用工事  

☐第２０章 舗装の切断作業時に発生する排水の具体的処理について 

☐第２１章 「総合評価方式（標準型・簡易型）における技術提案書に記載された事項の実施状況」の確認について 

☐第２２章 熱中症対策に関する現場管理費補正及び工期の設定 

第２３章 法定外の労災保険の付保 

第２４章 異常気象時における現場状況の報告 

第２５章 再生資源利用計画書 

第２６章 再生資源利用促進計画書 

☐第２７章 三者協議 

☐第２８章 国土強靭化事業の取組に関する広報 

☐第２９章 そ の 他 
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特記仕様書（例）（土木工事） 新旧対照表 

改定内容 新 旧 備考 

 

第１３章 

活用工種とす

る旨を記載 

 

 

 

第１９章 

新規追加 

 

 

 

第２２章 

最新の通知に

より改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 第１３章 ＩＣＴ活用工事  

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと） 

１ 本工事の発注方式は（ ☐受注者希望型 ・ ☐発注者指定型 ）である。 

 

以下の項目より選択する工種を活用工種とする。 

 

第１９章 電子納品 

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと） 

電子納品保管管理システムへのオンライン納品は、電子媒体納品書を監督員に提出し、成果品が登

録済みであることの確認を受けることで完了とする。 

 

第２２章 快適トイレの設置  

（本章は         すべての工事に該当する） 

（詳細は技術管理課ホームページ『快適トイレの設置について』「土木部発注工事における快

適トイレの設置に関する運用」を参照のこと） 

  本工事は、快適トイレ設置の対象工事である。当初設計においては、 

☐ 快適トイレ  ☐ 快適トイレ男女一体型（ハウス型） 

設置基数： 〇 基  設置期間： 〇．〇 月 として計上している。 

現場に快適トイレを設置しない場合は、発注者と協議すること。 

現場環境（工事期間、周辺環境、労働者配置状況等）を踏まえ、上記設置基数以上の快適トイ

レを設置する場合は、あらかじめ受発注者協議を行い、決定すること。 

また、実際に現場へ快適トイレを設置した期間が確認できる資料を監督員に提示すること。 

 

 

 

☐ 第１９章 ＩＣＴ活用工事  

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと） 

１ 本工事の発注方式は（ ☐受注者希望型 ・ ☐発注者指定型 ）である。 

 

                         

 

新規追加 

 

 

 

 

第６章 快適トイレの設置  

（本章は災害復旧工事を除くすべての工事に該当する） 

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと） 

  本工事は、快適トイレ設置の対象工事である。 

設置の可否については、現場環境（工事期間、周辺環境、労働者配置状況等）を踏まえ、あらかじ

め受発注者協議を行い、決定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 


